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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成20年9月4日(2008.9.4)

【公開番号】特開2000-83923(P2000-83923A)
【公開日】平成12年3月28日(2000.3.28)
【出願番号】特願平11-164580
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   5/055    (2006.01)
   Ｇ０１Ｒ  33/48     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   5/05    ３５１　
   Ｇ０１Ｎ  24/08    ５１０Ｙ

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月22日(2008.7.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】 ＭＲシステムにおいて、第１及び第２の境界の間に延在する寸法を持つ指
定された視野内にある物体の領域のＭＲ像を提供する方法であって、
前記物体領域に対して選択された空間関係にある複数のコイル要素で構成されたフェーズ
ド・アレイ表面コイルを前記物体領域に対して選択された空間関係に位置決めするステッ
プと、
前記コイル要素のサブセットをＭＲデータの取得に使用するために選択するステップであ
って、前記サブセットのコイル要素の数が、前記フェーズド・アレイに含まれるコイル要
素の数よりも少なく、前記寸法に等しい長さを持つ範囲であって、あるコイル要素が、前
記フェーズド・アレイに沿って延在し且つ前記寸法に等しい長さを持つ範囲であって、前
記第１及び第２の境界にそれぞれ対応する位置の間に存在する該範囲の中に存在している
場合に、該コイル要素が前記サブセットとして選択される、前記選択するステップと、
各々の前記選択されたコイル要素を作動して、前記物体領域のうちのそれぞれ対応する小
領域からＭＲデータを取得するステップと、
前記選択されたコイル要素によって取得されたＭＲデータからのみ前記ＭＲ像を構成する
ステップと、を有することを特徴とする前記方法。
【請求項２】 前記フェーズド・アレイは前記コイル要素の線形アレイで構成され、前記
ＭＲシステムにはアイソセンタを持つ主磁石が設けられており、前記の位置決めするステ
ップは、前記フェーズド・アレイの各々のコイル要素が前記アイソセンタから一定の既知
の距離の所に位置するように前記フェーズド・アレイ表面コイルを位置決めすることより
成る請求項１記載の方法。
【請求項３】 前記の選択するステップは、前記アイソセンタに関して前記第１および第
２の境界の位置を決定し、次いでコイル要素が前記アイソセンタに関する前記第１および
第２の境界の位置の間に位置決めされている場合にのみ、該コイル要素をＭＲデータの取
得に使用するために選択することより成る請求項２記載の方法。
【請求項４】 各々の前記コイル要素は、互いに対向する関係にある第１および第２の端
を持っており、前記方法が更に、前記アイソセンタに関してそれぞれのコイル要素の前記
第１および第２の端の位置を決定することを含んでおり、所与のコイル要素の前記第１お
よび第２の端の位置が前記第１および第２の境界と比較されて、前記所与のコイル要素を
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ＭＲデータの取得に使用するために選択すべきかどうかが決定される請求項３記載の方法
。
【請求項５】 前記第１及び第２の境界の間に延在する前記寸法は既知であり、前記第１
及び第２の境界のそれぞれの位置は、前記寸法から、並びに前記第１及び第２の境界の中
間に位置する前記物体上のランドマークと前記アイソセンタとの間の既知の距離から、決
定される請求項４記載の方法。
【請求項６】 コイル要素の前記第１および第２の端の位置は、該コイルの既知の長さか
ら、並びに該コイル要素の中間点と前記アイソセンタとの間の既知の距離から、決定され
、
ＭＲデータの取得に使用するために選択されていない前記フェーズド・アレイの各々のコ
イル要素は、データ取得の際にそれぞれ不作動にされる請求項５記載の方法。
【請求項７】 前記方法は、前記比較ステップおいて前記第１および第２の端の位置を使
用する前に、前記コイル要素の前記第１および第２の端のそれぞれの位置をルックアップ
・テーブルに記憶することを含んでいる請求項４記載の方法。
【請求項８】 前記ＭＲシステムは、前記コイル要素によってそれぞれ取得されたＭＲデ
ータを受信するために、前記コイル要素にそれぞれ結合された受信増幅器を含んでおり、
前記フェーズド・アレイの各々の前記コイル要素は、前記物体に関連したＭＲデータを取
得するために作動可能であり、前記選択されたコイル要素にそれぞれ結合された前記受信
増幅器によって受信されたデータのみが前記ＭＲ像を構成する際に用いられる請求項１記
載の方法。
【請求項９】 前記フェーズド・アレイの各々の前記コイル要素は、前記物体に関連した
ＭＲデータを取得するために作動可能であり、前記の構成するステップは、前記像を構成
するためのアルゴリズムを実行する前記ＭＲシステムの特定の構成部品を作動することを
含み、前記選択されたコイル要素以外の前記コイル要素によって取得されたデータはどれ
も前記実行において無効にされる請求項１記載の方法。
【請求項１０】 第１及び第２の境界の間に延在する寸法を持つ指定された視野内にある
物体の領域のＭＲ像を提供するＭＲ装置であって、
前記物体の領域内でＭＲ信号データを励起する手段と、
前記物体領域に対して選択された空間関係にある複数のコイル要素で構成されたフェーズ
ド・アレイ表面コイルと、
ＭＲデータを取得するために使用するコイル要素を選択する電子回路であって、前記サブ
セットのコイル要素の数が、前記フェーズド・アレイに含まれるコイル要素の数よりも少
なく、前記寸法に等しい長さを持つ範囲であって、あるコイル要素が、前記フェーズド・
アレイに沿って延在し且つ前記寸法に等しい長さを持つ範囲であって、前記第１及び第２
の境界にそれぞれ対応する位置の間に存在する該範囲の中に存在している場合に、該コイ
ル要素が前記サブセットとして選択される、前記電子回路と、
前記コイル要素にそれぞれ結合された受信増幅器であって、前記選択されたコイル要素に
それぞれ結合された前記受信増幅器によって受信されたデータのみが前記ＭＲ像を構成す
る際に用いられる前記受信増幅器を有することを特徴とする前記装置。
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